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１章　　　　目　　　　　的

　本要綱は、長岡京市発注の建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びその他工事の施工に関し、基本事項、留意事項及び提出書類等を定めることにより、工事の施工が合理的かつ円滑に行われることを目的とする。

２章　　　　基　本　事　項

	2･1･1

施　工　範　囲

2･1･2

関連工事の調整

2･2･1

仕様書について

2･2･2

記録及び報告
2･2･3

指示及び打合せ

2･2･4

軽微な変更
	1節 基本的心構え

　施工は、契約書及び設計図書に従って良識のある施工とする。また、設計意図を十分に理解し、設計図書に記載のない内容であっても当然必要と思われるものは、自ら進んで施工する。

　受注者は、他に関連工事がある場合、その工事に関する監督職員及び監理受注者（以下両者を「監理者等」という。）の調整に協力し、工事の施工が合理的かつ円滑に進められるように努める。

2節 一　般　事　項

　　設計図書において、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

（２）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）

（３）公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

（４）公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

（５）公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

（６）公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

の適用がある場合、それぞれ同部監修

（１）公共建築工事監理指針（建築工事編）

（２）公共建築工事監理指針（電気設備工事編）

（３）公共建築工事監理指針（機械設備工事編）

（４）公共建築改修工事監理指針（建築工事編）

を適宜適用する。※なお、改正等があれば適宜に対応する。

　工事の全般的な経過、関係者との打合せ事項、指示事項、検査事項等を記録し、契約事項に基づいて文書にて監理者等に報告する。

(1)　必要性に応じ打合せ（定期的なものを含む）を行う。

(2)　施工上の疑問点及び不明点は、事前に監理者等と協議し対処する。なお、図面及び監理者等の指示以外の件は、受注者の責任において施工したものと解釈する。

軽微な変更については、原則として請負代金の変更はしない。




３章　　　　留　意　事　項

	3･1･1

工　　程　　表

3･1･2

施 工 計 画 書

3･1･3

施工図及び承認図等

3･1･4

材料メーカー指

定及び同等品

3･1･5

仕　様　変　更

3･1･6

製　品　検　査

3･1･7

コンクリート
3･1･8

配筋検査等
3･1･9

各種届出及び許

認可等
3･1･10

写 真 の 整 備

3･2･1

工事完成検査
3･2･2

維　持　管　理


	1節 一　般　事　項

　工程表（全体、月間、週間）を作成し、適時監理者等に提出する。不適当と指摘されたものは是正し、改めて提出する。なお、監理者等の検査及び立会い等が必要なものについては、原則として土、日、祝日 (長岡京市の休日を定める条例による。) 等をさけること。また、時間についても監理者等と十分協議すること。

施工計画書は簡易なものを除き、原則として提出する。

　

施工図等は出来る限り広範囲に作成し、承諾図等については遺漏のないようにし、監理者等の承諾を得た後に施工する。

　材料メーカー指定につき、設計図書を遵守する。やむを得ず他メーカーの使用をしたい場合は、同等品願を提出し、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

　仕様変更が生じる場合は、監理者等の指示に従う。

　各製品は、必要性に応じて工場検査及び搬入検査等を実施する。

(1)　コンクリート計画調合書を提出し、監理者等の承諾を受ける。試練を行う場合は、その結果を提出する。

(2)　コンクリートの試験用材料の採取場所は、原則として全て工事現場の型枠に打ち込む場所かつ打ち込む直前とする。

(3)　コンクリートの打設毎に、打設計画書及び打設報告書を提出し、納入伝票も指示の方法にて提出する。

　　また、圧縮強度試験は型枠脱型用（任意）を除き、２８日・９１日について公立試験場で行い、その結果を速やかに監理者等に報告する。

（4）コンクリート製造工場の選定については、公共建築工事標準仕様書（６.４.１）の各項に適合する製造工場であることを確認した上で監理者等の承諾を受けること。

配筋検査等で指摘された箇所に「会符」を取付け、監理者等が指摘事項の修正を確認した後に「会符」を取り除く。

　
建築基準法、消防法、道路法等における届出及び許認可等の手続について、一覧表を作成するなどの工夫をし、遺漏の無いようにする。
　　工事写真の目的は、①工事経過の記録　②使用材料の確認　③品質管理の確認　④維持保全の資料　⑤問題解決の資料の５つに大別される。

　　この目的を十分認識し、黒板及びスケールを当てて十分に写真撮影をする。なお、監理者等の検査又は立会いが必要なものは、状況が判別できるように監理者等も含めて撮影する。
　　また、適宜工事写真の検査をするので、日頃より工事写真の整備を心がける。工事写真は黒板（白板）に撮影日を入れて撮ること。また、工程毎に整理し編集を行う。なお、その参考書として国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「工事写真撮影ガイドブック」建築工事編及び解体工事編、電気設備工事編、機械設備工事編を用いる。

写真はカラー写真を原則とし、画像データを提出する場合は監督職員の指示による。特に、塗装工事については、下塗、中塗、上塗等の識別が出来るように撮影する。なお、しゅん工写真（キャビネ版）は全体像が判別できるような撮影等とし、画像データ等も提出する。

　　しゅん工写真のアルバムには、工事名、｢しゅん工写真｣、発注者、設計者、監理者、受注者、しゅん工年月等を表紙及び背表紙に金文字箔押しする。

※アルバム仕様は、Ａ４判の標準品程度とする。

2節 しゅん工に関する事項

　　受注者は、監理者の各種目検査並びに建築基準法検査、消防検査、水質検査、保健所の検査等に合格した後に、監督職員の検査を受けなければならない。それに合格後、工事完成届を監督職員に提出し、市の検査職員の検査を受ける。

　　設計図書で特記のある維持管理は、設計図書に期間の定めがない場合、原則としてしゅん工後1年間とする。一般維持管理、保守、点検を含み、適時報告書を提出する。




	4･1･1

規　　　　格

4･1･2

整　　　　備

4･2･1

名称及び部数

4･2･2

許認可申請等

4･2･3

様　　　　式

4･2･4

提 出 時 期
4･2･5

押　　　印


	1節　　　一　般　事　項

書類等は原則としてＡ４判とする。なお、やむを得ず他の規格とする場合は、事前に監督職員の了承を得る。

　(1)　書類等は、原則として監理者を経由し、監督職員に提出する。

(2)　書類等は絶えず整備（ファイル綴じ等）に努め、要求があれば遅滞なく提出できるようにしておく。

　　　２節　　　書　　類　　等

書類等は、様式による提出書類一覧に基づいて提出する。なお、一覧中の提出部数は原則であり、必要性に応じ写し等を増部することがある。また、市への必要提出部数以外において、監理者が別途必要とする場合は、それを増部する。
工事施工に必要な許認可申請等においては全て受注者が行い、それに要する費用も受注者が負担する。

書類等の様式は、指定様式のものは市が提供するが、任意様式のものは受注者が作成し、監督職員の了承を得る。

書類等の提出時期は、様式による提出書類一覧に基づくものとする。

その他については監理者等と協議する。

　　書類等の押印については、提出書類等一覧表に基づくものとする。

　　その他監督職員が別途指示する場合はそれに従う。

　　


第4章　　　　提　出　書　類　等
４章　　　　提出書類等一覧表
[image: image1.emf]営繕工事提出書類一覧表

押印

要否



提出書類 根拠法令等

提出

部数

様式 分類 添付書類　及び　内容

様式-3-1 要

様式-3-2 不要

工事工程表 工事請負契約書　第3条第1項 1 契約後７日以内に提出 様式-5 要

様式-6-1 要

様式-6-2 不要

建退共掛金収納書　 現場説明書　Ⅰ－６－５）－③ 1

契約後1ヶ月以内に提出 （電子申請方式の場合は工事契約後40日以内に、退職金購入ポ

イント購入時に発行される「掛金収納書（電子申請方式）」を提出）

購入枚数の根拠 ( 計画購入 又は 率購入 ) を確認

様式-7    不要

前払金保証証書 工事請負契約書　第34条第1項 1 －

工事着手届 1 様式-9 要

工事請負契約書　第31条第1項

(第38条第1項)

1 様式-10 要



様式-12-1 要

  ｲ　完成建物等一覧表 様式-12-2  不要

　ﾛ　完成工作物設備施設等一覧表 様式-12-3 不要

  ﾊ　付属物品・予備物品一覧表 様式-12-4 不要

  ﾆ　鍵番号明細書 様式-12-5 不要

  ﾎ　工事関係者連絡先 様式-12-6 不要

  ﾍ　下請負人名簿 様式-12-7 不要

  ﾄ　使用機材（資材）発注先名簿 様式-12-8 不要

  ﾁ  メーター指針表(電気・水道・ガス) 様式-12-9 不要

工事出来高届 工事請負契約書　第37条第2項 1 様式-13 要

様式-14-1 要

様式-14-2 不要

工期延期願 工事請負契約書　第21条第1項 1 様式-15 要

現場説明書　Ⅰ－６－６）

登録内容確認書を監督職員に提示する(契約時、変更時、完成時)

契約後10日以内

－

実施工程表 標準仕様書　1.2.1 2 －

施工条件確認書 工事請負契約書　第18条第1項 1 ※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能 様式-17 要※

労災保険関係 現場説明書　Ⅰ－６－５）－②　 1 労災保険成立が証明できる資料(JV案件の場合)　※掲示写真は工事写真に添付 －

工事請負契約書　第48条第1項

現場説明書　Ⅰ－６－５）－④，⑤

1

組立保険等の場合あり

年間契約の場合は本工事が付保されていることを証明する保険会社等の発行する証明書

を提出

火災保険等証書、提出後、工期延長した場合は、保険期間が工事期間を満たしていること

を示す証書を再度提出

－

施工計画書(総合・工種別)　 標準仕様書　1.2.2 2

様式-20『工事打合簿』鑑に任意様式を添付して提出すること

軽微な場合の変更施工計画書は提出不要(工期や数量だけの変更等)

様式-20 要

施工体系図 現場説明書　Ⅰ－６－１）－④ 1 下請け契約がある場合に提出 －

施工体制台帳 現場説明書　Ⅰ－６－１）－④ 1 下請け契約がある場合に提出 －

承諾願（図）、同等品願 1 様式-20『工事打合簿』鑑に任意様式を添付して提出すること 様式-20 要

工事打合簿(指示)

工事打合簿(協議・承諾)

工事打合簿(提出・報告・通知・届出)

建設発生土処理計画書

建設発生土処理報告書

標準仕様書　1.3.11（建築）

標準仕様書　1.3.9（電気）

標準仕様書　1.3.9（機械）

1

自由処分の場合に提出。計画書は施工計画書に含めて提出

以下の内容を確認

　①処理場の位置図　②平面概略図　③受入先の承諾書等　④受入先の受入証明

　⑤写真(工事エリア内搬出状況)

※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能

様式-21-1、-21-2 要※

標準仕様書　1.3.11（建築）

標準仕様書　1.3.9（電気）

標準仕様書　1.3.9（機械）

1 計画書には収集運搬業者の許可証及び処分業者の許可証の写しを添付すること 様式21-3 要

標準仕様書　1.3.11（建築）

標準仕様書　1.3.9（電気）

標準仕様書　1.3.9（機械）

1

該当する再生資源がある場合、計画書は施工計画に含めて提出

電子データは別途提出

国土交通省

ホームページ

－

運搬管理表

標準仕様書　1.3.8（建築）

標準仕様書　1.3.6（電気）

標準仕様書　1.3.6（機械）

1

対象：契約図書にある建設副産物等の運搬作業

※現着購入資材の現場までの運搬は対象外

※現場内の運搬は対象外

参考様式1-1～1-3

(運搬管理票1～3)

不要

標準仕様書　1.4.3、1.4.4（建築）

標準仕様書　1.4.3、1.4.4（電気）

標準仕様書　1.4.4、1.4.5（機械）

1

確認者名を記入すること

工事写真等で機材の検収状況が確認できる場合は省略できる

参考様式2 不要

工事請負契約書　第37条第2項



様式-20

発注者及び受注者双方が１部づつ保管する。

※工事情報共有システム利用の場合は電子納品のみ。

   要

契約後７日以内に提出

資格の写し、経歴書（様式-3-2）、雇用期間の証明となる書類、講習修了書の写し等を添

付

 

②

工

事

関

係

書

類

工事完成届

　(指定部分に係る工事完成届)

工事請負契約書　第9条第4項 2

工事請負契約書　第10条第1項 1

工事実績情報サービス(CORINS)

登録内容確認書

火災保険等証書

（労災補償に必要な法定外の保険

契約を含む）

契約後７日以内に提出（市の設計内訳書の項目に合わせて作成し、詳細は協議による）

工事目的物引渡書

(指定部分に係る工事目的物引渡

書)

工事請負契約書　第31条第4項

(第38条第1項)

1

その他

1

当初

完成検査

及び

引渡し



(部分引渡し)

請負代金内訳書 工事請負契約書　第3条第1項 1

現場代理人(変更)等通知書

 

①

契

約

関

係

書

類

廃棄物処理計画書（報告書）

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書(実施書）

(建設副産物を搬入、搬出する場合)

機材搬入計画書（報告書）

工事中

部分払い検査

工事出来高内訳書

工事着手前


[image: image2.emf]一工程施工完了報告書

標準仕様書　1.5.4（建築）

標準仕様書　1.5.2（電気）

標準仕様書　1.5.3（機械）

1

検査報告書

各工種の施工チェックシート等、写真

参考様式3 不要

施工試験（検査）報告書

標準仕様書　1.5.5、1.5.6（建築）

標準仕様書　1.5.3、1.5.4（電気）

標準仕様書　1.5.4、1.5.5（機械）

1 施工の試験成績書 参考様式4 不要

様式-22-1 要※

様式-22-2 不要

様式-22-3 不要

様式-22-4 不要

様式-22-5 不要

様式-22-6 不要

諸官庁打ち合わせ記録簿 標準仕様書　1.1.3 1 －

臨機処置通知書 工事請負契約書　第26条第2項 1

必要に応じて作成

※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能

様式-23 要※

天災等よる損害発生通知書 工事請負契約書　第29条第1項 1 必要に応じて作成 様式-24 要

現場休止届 1

現場休止がある場合のみ提出する。

※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能

　現場の休休止期間その他必要事項を実施

⼯

程表、

⽉

間

⼯

程表、

⼯

事週報、

⼯

事打合

せ書等に記載することで省略できる。

様式-25 要※

工事事故報告書 1 速報は口答で連絡する 様式-26 不要

随時検査願 1 様式-26-1 要

部分完了に伴う施工確認願 1 様式-26-2 要

部分使用承諾願 2 発注者が受注者に２部提出し、１部受注者押印分を提出 様式-26-3 要

その他 1

現場説明書で提出を求める資料（府内産木材利用計画書、石綿事前調査結果報告　等）

特記仕様書で提出を求める資料（京都府内産木材証明書、産地証明書　等）

標準仕様書で提出を求める資料（規格証明書、出荷証明書　等）

－

工事写真 特記仕様書 1 －

諸官庁検査記録 標準仕様書　1.1.3 1 －

府内企業施工率算出表 現場説明書　Ⅰ－６－１）－③ 1 様式-27 不要

建退共運営実績報告書 現場説明書　Ⅰ－６－５）－③ 1 様式-28-1、-28-2 不要

現場説明書　Ⅰ－６－４） 1 高度技術・創意工夫を実施すれば提出できる 様式-30 不要

検査時提示書類一覧表

処理委託契約書の写し

標準仕様書　1.3.11（建築）

標準仕様書　1.3.9（電気）

標準仕様書　1.3.9（機械）

1

以下の内容を確認

　①運搬経路　②車検証の写し

－

産業廃棄物管理票

(マニフェスト)

標準仕様書　1.3.11（建築）

標準仕様書　1.3.9（電気）

標準仕様書　1.3.9（機械）

1

産業廃棄物がある場合に検査時に提示する

以下の内容を確認

　①A・B2・D・E票　②発生土受入計量証明書 　③有価物受入証明

－

納品書・出荷証明 標準仕様書　1.4.2 1 交通誘導員は有資格者が必要な場合は資格書の写しを提出、伝票は提示 －

安全訓練報告書 具体的な実施計画は施工計画書に記載する

安全訓練実施資料

災害防止協議会活動記録

店社パトロール実施記録

新規入場者教育実施記録

使用機械・車両点検記録

社内検査報告書 1 記録、手直し事項、手直し写真 －

建退共証紙受払資料 現場説明書　Ⅰ－６－５）－③ 1 受払簿、出面表、不購入理由書については検査時に提示 様式-29 不要

注） (１)一覧表は一般的な工事における工事関係図書等を示しており、工事内容により一覧表に示す以外の工事関係図書等の提出を求める場合があります。

(２)工事監理業務委託が契約されている工事については、工事中欄の提出部数を＋１部とする。

添付書類　及び　内容

－

月報

※様式-20『工事打合簿』鑑（押印有り）に本様式（押印無し）を添付して提出可能

※工事情報共有システム利用の場合は工事打合簿に添付して提出

成果物は電子納品のみ

様式

押印

要否

様式

押印

要否

完成時

標準仕様書　1.3.7～1.3.10（建築）

標準仕様書　1.3.5～1.3.8（電気）

標準仕様書　1.3.5～1.3.8（機械）



〔労働安全衛生法　第30条第1項〕



〔建築工事公衆災害防止対策要綱〕

〔建築工事安全施工技術指針〕

〔建設副産物適正処理推進要綱〕

　(標準仕様書巻末に掲載)



〔建設機械施工安全技術指針〕

1

工事報告書 工事請負契約書　第11条第1項 2

根拠法令等

提示

部数

工事中

分類



 

②

工

事

関

係

書

類

完成時

工事中

提示書類

 

②

工

事

関

係

書

類

(

つ

づ

き

)

添付書類　及び　内容 提出書類 根拠法令等

提出

部数

高度技術･創意工夫･現場環境改善

・社会性等に関する実施状況

安全巡視、TBM・ＫＹ実施記録

分類
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